《県外から大分県へ入会の手続き》
「大分県登録申請書」で大分剣連に申請ください
①大分県に在籍→県外へ転出（高校・大学・大学院）→卒業と同時に大分県へ帰県
※入会金・登録料は不要で社会人になったので年会費３,０００円
※他県に登録していた場合は段位証明が必要（前剣連の証明または証書のコピー）
②大分県に在籍→県外へ転出（就職・転勤）→数年を経て大分県に帰県

①２年以内の場合
　　　　　　※本年度年会費３,０００円＋未納年数×３,０００円
※他県に登録していた場合は段位証明が必要

　（前剣連の証明または証書のコピー）
②３年以上の場合
　　　　　　※入会金￥２,１６０
本年度年会費３,０００円＋未納年数(最大2年)×３,０００円＋手数料３,０００円

※他県に登録していた場合は段位証明が必要（前剣連の証明または証書のコピー）
　　　　※大分県剣道連盟会費規則に準ずる
※未納年数分の年会費は28年度分までは２，０００円とする
③新規で大分県に入会（社会人・専門学生）

※入会金２,１６０円・登録料１,０８０円・年会費３,０００円
※他県に登録していた場合は段位証明が必要（前剣連の証明または証書のコピー）
④新規で大分県に入会（中・高・大学・大学院生で２４歳以下）

· 入会金２,１６０円・登録料１,０８０円

· 年会費３,０００円（昇段審査の時点で納入・毎年は不要）

※他県に登録していた場合は段位証明が必要（前剣連の証明または証書のコピー）

